
　する。

種    類 性質による分類 個別仕様書

物品番号 仕様書番号

航空自衛隊仕様書

仕様書の 内容による分類 役務仕様書

設置作業等について規定する。

2 　役務に関する要求　

2.1 　借上品目，借上期間，設置及び撤収日時等

　作業日時については，土日及び祝日を含まないものとし，指定事項については，調

達品目表による。

2.2 　資機材等及びその他の要求

令和　　年　　月　　日

作成部
隊等名

第１２飛行教育団
飛行教育群本部

1 　総則

1.1 　適用範囲

　この仕様書は，航空自衛隊防府北基地飛行教育群本部で使用する空調機等借上及び

品　名
又は

件　名
空調機等借上及び設置並びに撤収作業

防府北ＬＰＳ－Ｘ０００１

承　認 令和　５年　６月　７日

作　成 令和　５年　５月１８日

改　正

令和　　年　　月　　日

令和　　年　　月　　日

3.1 　監督及び検査

a)　監督及び検査は，補給本部で定める地方調達に係わる標準監督・検査実施要領の

　　ほか，この仕様書に基づき実施するものとする。

b)　機材の設置状態及び動作の状態について検査を実施するものとする。

c)　検査の結果，不具合箇所があった場合は，すべて契約の相手方の負担において手

　直し又は機材の交換を実施し，再検査を受けるものとする。

a)　役務に必要な資機材は，契約の相手方の準備及び負担とする。

b)　窓用ダクトパネルを設置するものとする。

c)　発電機から床置きエアコンへの配線は壁に穴をあけないように実施する。

d)　各配線に配線カバーを付け，転倒防止措置をするものとする。

e)　その他の要求に関しては，契約後速やかに，契約担当官に対して調整するものと

3 　品質保証

表－１

品名 提出場所 提出時期 数量 種類

1 床置きエアコン取扱説明書
飛行教育群庁舎 操作教育実施時

1
紙媒体

2 発動発電機取扱説明書 1

4 　その他の指示

4.1 　操作教育

　契約相手方は、借上品目の操作に必要な教育を設置時に実施するものとする。

4.2 　提出書類

　提出書類は、表１によるものとする。

番号



4.3 　秘密保全

　この契約により知り得た自衛隊及び基地に関する情報について，他に漏えい及び転

用してはならない。

4.4 　基地内立ち入り

　基地内立ち入りについては，防府北基地規則に従うものとし、許可された場所以外

に立ち入る場合は，官側に連絡のうえ許可を受けるものとする。

品名 空調機等借上及び設置並びに撤収作業

4.5 　補償

　契約の相手方の原因よって発生した事故，その他契約の相手方の不注意によって発

生した事故については，契約の相手方が補償する。

4.6　 疑義

　この仕様書に明記されていない事項が発生した場合，又は疑義が生じた場合は契約

担当官と協議し、その指示に従うものとする。

5 　役務の完了

　役務の完了は，検査官の検査終了をもって完了とする。


